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告
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千
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百
四
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
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び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
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覧
に
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る
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所
並
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あ
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表
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和
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東
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地
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ン
タ
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意
見
書
の
提
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
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こ
と
が
で
き
る
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年
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和
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玉
県
告
示
第
千
二
百
五
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 
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和
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要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
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所
在
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越
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一
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来
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車
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を
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時
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前
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駐
車
場
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車
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六
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三
十
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後
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車
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六
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午
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三
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ま
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変
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年
月
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和
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月
三
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一
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五
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十
月
二
十
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か
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玉
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産
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労
働
部
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サ
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ス
産
業
支
援
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東
部
地
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振
興
セ
ン
タ
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四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
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和
五
年
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か
ら
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和
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ま
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提
出
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埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
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１ 購入等件名及び数量 

  総委技）ＧＩＳインフラ管理データ作成及び保管・閲覧機能構築業務委託 一

式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県土整備部県土整備政策課建設ＤＸ推進担当 埼玉県さいたま市浦和区

高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年９月29日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日本工営株式会社 東京都千代田区麹町５丁目４番地 

５ 落札金額 

  92,371,400円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年８月18日 
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玉
県
告
示
第
千
二
百
七
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 
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玉
県
告
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第
千
二
百
八
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和
五
年
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玉
県
告
示
第
二
百
十
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
終

了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
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十
月
二
十
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埼
玉
県
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埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
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月
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十
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和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号
で
公
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し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
一

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
上
尾
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 
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和
五
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十
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あ
る
春
日
部
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次
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と
お
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公
共
測
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を
実
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す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
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す
る
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九
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告
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第
千
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測
量
計
画
機
関
で
あ
る
滑
川
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 
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和
五
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十
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機
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公
共
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空
中
写
真
撮
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全
域
（
二
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方
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告
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第
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百
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Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
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の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 
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１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立図書館システムパッケージソフトウェア等賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立熊谷図書館システム管理担当 埼玉県熊谷市箱田５丁目６番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年８月21日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ＦＬＣＳ株式会社 東京都千代田区神田練塀町３番地 

５ 契約金額 

  41,606,400円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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す
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け
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調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  無線警ら車の製造請負 10台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年８月29日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社トノックス 神奈川県平塚市長瀞２番６号 

５ 落札金額 

  54,890,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和５年７月28日 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類

 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

長
瀞
児
玉
線 

三 

道

路

の

区

域

 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

本
庄
市
児
玉
町
小
平
字
下
河
原
九
〇
一

番
一
地
先
か
ら
同
市
児
玉
町
小
平
字
下

河
原
九
一
八
番
二
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
〇
・
四
七 

～ 

三
六
・
一
〇 

 

七
・ 

六
九 

 

～ 

一
二
・
九
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

九
三
・
九
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

橋
り
ょ
う
架
換
工
事
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

金 

澤 

圭 

竹 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
五
月
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
四
〇
〇
五
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
五
〇
一
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
赤
浜
字
天
神
沢
五
百
八
十
六
番
一
外
四
十
筆 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
畠
山
字
天
神
沢
千
五
百
番
一
外
三
十
一
筆 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
五
橋
二
丁
目
十
二
番
一
号 

 
 

ア
イ
リ
ス
オ
ー
ヤ
マ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長 

大
山 

晃
弘 

 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

矢 

部 

政 

実 
 

 
 



 

第
五
号 

指

定

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

令
和
五
年
十
月
二

十
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
三
町
字
諏
訪
裏
七
百
六
十

五
番
一
、
七
百
六
十
六
番
一 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

三
十
五
・
二
三 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
〇
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
一
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

宇 

野 
 

 

豊 



 

第

一

号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

令
和
五
年
十
月
十
三
日 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
二
百
九
十
三
番
先
か
ら 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
二
百
三
十
九
番
先
ま
で 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
二
百
四
十
九
番
一
先
か
ら 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
音
二
丁
目
百
三
十
四
番
先
ま
で 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
三
百
四
番
先
か
ら 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
九
十
二
番
一
先
ま
で 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
二
百
六
十
四
番
先
か
ら 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
百
十
四
番
一
先
ま
で 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
二
百
一
番
一
先
か
ら 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
二
百
九
十
三
番
先
ま
で 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
成
二
丁
目
三
百
四
番
一
先
か
ら 

埼
玉
県
三
郷
市
彦
成
二
丁
目
四
百
四
十
三
番
二
先
ま
で 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
百
十
一 

二
百
三 

百
九
十
一 

百
九
十
八 

百
九
十 

百
九
十
二 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

八 十 十 

十
三
～
十
六 

十
三
～
十
六 

十
九 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
一
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
六
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

新
埼
玉
県
立
図
書
館
基
本
構
想
の
策
定
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 



埼玉県公安委員会告示第180号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の32の２第１項の規定により認定した者から、

運転免許取得者等教育の認定に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第４号）第７条第１

項の規定に基づく変更の届出があったので、同条第２項の規定により公示する。 

  令和５年10月20日 

埼玉県公安委員会委員長 工 藤 由 起 子   

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

施設の名称 ファインモータースクール指扇 ファインモータースクール西大宮 

 



正

誤 

  
埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号
（
令
和
五
年
十
月
十
七
日
第
四
百
五
十
七
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

一 
 

 
 

後
ろ
か
ら
一 

 

誤 

 

第
八
条
中
「
第
五
条
第
三
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 

正 

第
八
条
中
「
第
五
条
第
三
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た

め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。 



正

誤 

  
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
（
令
和
五
年
十
月
十
七
日
第
四
百
五
十
七
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

一 
 

 
 

後
ろ
か
ら
一 

 

誤 一
項
又
は
第
三
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

正 一
項
又
は
第
三
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た 

め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら 

施
行
す
る
。 
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